
（ 参考資料）  

1 

立山町地域公共交通計画における用語の定義 

 

青字： 地域公共交通計画等の作成と 運用の手引きにおける用語の意味 

本計画の用語 本計画における意味 国の手引きでの意味 

基本理念 立山町の地域公共交通の根底にある根

本的な考え方、「 なぜその活動や行動を

するのか」 を 示すも ので、 存在意義や

価値観を 定義するも の。  

 

【 基本的な方針】 P. 121 

地域公共交通の在るべき 姿。 問題点・ 課題整

理、 及び上位計画・ 関連計画や地域公共交通

の活性化及び再生の促進に関する基本方針※１

を踏まえて設定する。  

・ 地域が目指すべき 将来像 

・ 公共交通が果たすべき 役割 

基本方針 

（ 施策の方向性）  

公共交通の活性化及び再生に向けた

「 施策」 の進むべき 方向を 示す言葉で

施策体系の上位に位置づけら れる。  

・ 役割・ 責任 

・ サービ スレ ベル 

・ 公共交通の活性化及び再生に向けた取組の

方向性 

目標 地域公共交通の在るべき 姿を 実現する

ため、 基本方針ごと に定める、 計画期

間中に達成すべき こ と 。  

・ 主なタ ーゲッ ト 等 

基本的な方針（ 地域公共交通の在るべき 姿）

を実現するため、 計画期間中に達成すべきこ

と 。 地域公共交通の問題点・ 課題に対応さ せ

る必要あり 。  

施策 目標を達成するための手段と し て具体

的な行動に落と し 込んだも の。 複数の

「 事業」 を包含する。 事業を 束ね一ま

と まり と なっ た打ち手の方向性を 表す

言葉。  

P. 126 

目標を達成するための対策 

事業 施策の実現のために行う 具体的な取

組。  

 

 

※１  地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針 令和５ 年総務省告示・ 国土交通省 告示第 2 号 

ht t ps: //www. ml i t . go. j p/sogosei saku/t r anspor t /cont ent /001626577. pdf  

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001626577.pdf
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協議会の意見と対応 
項 目 意見 No 意 見 キーワード 資料反映 

問題点・  
課題 

No.1 「利益を求める事業」と「立山町の公共交通」の両立こそが課題である 。（ 第３ 回本会議、 鉄道事業者）  ○事業性確保 施策 1-1 

No.2 
こ れまで経費削減のために給与を 削減し 続けており 、 それが運転手不足につながっ ている 。（ 第３ 回本

会議、 鉄道事業者）  
○運転手不足 施策 2-7 

 

No.3 

25 年前の規制緩和で交通運輸業界は一度大き く 壊れ、 そのし わ寄せと なっ たのが「 従事者」 である 。
国の補助制度が大き く 変わっ ており 、 県主導で取り 組むこ と がキーと なる 。 従業員不足による時間外労
働、 賃金カ ッ ト 等に長年辛抱し ており 、 地域交通の従事者が張り 合いを 持っ て従事でき る タ ーニングポ
イ ント になる と 良い。（ 第３ 回本会議、 労働者団体）  

○運転手不足 施策 2-7 

 No.4 
運転士不足が大きな課題である。 また、 コ ロナ禍以降の収支はかなり悪化し ている 。 立山黒部アルペ

ンルート へ行く 利用者は回復し つつあるも のの、 通学定期券利用者は減少し ている。  
（ 第１ 回交通ＷＧ 、 鉄道事業者）  

○運転手不足 

○収支悪化 

施策 1-1 

施策 2-7 

 No.5 

人材不足が深刻化し ており 、 働き 方を 変えていき たい。 立山町に乗り 入れる バス路線の乗車率は
年々低下し ている。 路線バスでは鉄道線で担える 場所は極力運行し ない方針である。 運転手不足によ
り 運行に苦戦し ている 。 求人に対する応募はある が採用には至ら ない場合がある 。 業績は回復傾向に
あるも のの、 貸切バスは予約の多く を 断ら ざるを 得ない状況である。 利用者はコ ロナ禍以降若干減少
し ている 。 車両の維持管理費や修繕費の増加で赤字も 増加し ている。 今後は、 ニーズを 把握し た上
で、 どのよう に効率的な運行ができ るかを 考えていかなければなら ない。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 バス事業者）  

○運転手不足 

○利用者減少 

○維持管理費の増加 

施策 2-7～8 

施策 4-1～3 

 No.6 

人員の確保が課題である 。 また、 一日の時間帯によっ て繁閑差がある ため、 正社員が雇えない状況
であり 、 人の流れができ る 取組を 期待し ている。 運転手確保が最大の課題で、 応募が無い若し く は採
用に至ら ない状況である。 また、 売上が上がら ないため、 人員確保が困難である 。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 タ ク

シー事業者）  

○運転手不足 施策 2-7 

 No.7 
最大の課題である資格保有者の人材確保のほか、要介護者の通院移動の依頼を受けきれない点や運行

の遅延、運行中の介助における性別の壁などが課題と し てある。 また、 介護保険制度が事業の足かせと
なっ ている面も ある 。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 介護タ ク シー事業者）  

○資格保有者や運転

士不足 

〇介護制度と の連携 

施策 2-5 

役割・  
責任 

No.8 
鉄道の役割は、 市町村を またぐ 通勤通学の移動を 支えるこ と や立山黒部アルペンルートの玄関口まで

の運行である 。 全てのサービスを 赤字のままで運行し 続けるのは困難である 。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 鉄道事業者） 
○通勤通学 

○観光 

役割・ 責任 

 No.9 
バスでは通学の移動や五百石駅から蔵本への移動を 担う こ と を 心がけている 。 運行全体と し ては、

鉄道線で賄える 地域やタ ク シー事業者の担える 深夜帯は行わない方針。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 バス事業者）  

○通学 

○蔵本方面 

役割・ 責任 

 No.10 

町では「 たてポ」 に加え、 町内区間限定のバスや電車の定期券を 発行し ており 、 毎月こ れら を 購入

し に来ら れる 方がいる 。 町営バスを 目的地まで直接運行し てほし いと いっ た要望も あるが、 民間の事

業を圧迫しないような役割を 考えていき たい。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 バス事業者）  

○民間事業者と の棲

み分け 

役割・ 責任 

 No.11 

五百石駅周辺では深夜帯のタ ク シー利用者がおら ず、 深夜帯のタ ク シー運行の方針について見当が

ついていない。 立山町では高齢者の約７ 割が「 たてポ」 を 利用し ている 。  

タ ク シーは、 金、 土曜日以外は立山町で深夜帯の待機を し ておら ず、 終電で乗り 越し た場合の依頼に
のみ対応し ている 。 日中の利用者の約９ 割は高齢者で、通院や買い物の移動であり 、 業務利用は少なく
なっ ている。  
（ 第１ 回交通ＷＧ 、 タ ク シー事業者）  

 

○高齢者の通院、 買い

物 

役割・ 責任 

（ 参考資料）  
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役割・ 責任 
No.12 

今後は、観光ができ るサービスや冠婚葬祭にも 出席ができ るサービスを 提供し たいと 考えている 。（ 第

１ 回交通ＷＧ 、 介護タ ク シー事業者）  
○観光、 冠婚葬祭 役割・ 責任 

 No.13 国土交通省の役割は、 問題の解決のために共に考え支えていくことである。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 国）  ○課題解決支援 役割・ 責任 

 
No.14 

県では鉄道やバス、 タ ク シーがそれぞれの役割を 果たし つつ公共交通のネットワークを構築する こ と が
重要だと 考えており 、 様々なこ と を 議論の場で検討し ていき たい。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 県）  

○ネ ッ ト ワー ク の構

築 

役割・ 責任 

 No.15 
国土交通省は多様な関係者が共創する事業に加え、 新たに交通空白解消に関する 事業も 創設し たた

め、 様々な補助メニューを紹介する などし て協力し ていき たい。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 国）  
○補助事業に よ る 支

援 

役割・ 責任 

 
No.16 

役割分担については、 交通事業者に偏っ た責任のあり 方から 、 公共である自治体と民間事業者がそれ
ぞれの責任の範囲を定めるこ と が重要かつ基本である 。（ 第３ 回本会議、 鉄道事業者）  

○官民役割分担 役割・ 責任 

 
No.17 

タ ク シーの役割は、 鉄道、バス以外の部分の補完と 、 駅から の２次交通である 。（ 第３ 回本会議、 タ ク シー事

業者）  
○鉄道・ バス補完、 ２

次交通 

役割・ 責任 

 
No.18 

こ の協議会の責務は、 住民が目的地へ行く 移動を 支える こ と である。 最適な交通分担の目標を 定め、
令和８ 年度から の取組につなげる必要がある。（ 第３ 回本会議、 道路管理者）  

○最適な 交通分担の

設定 

目標 

 
No.19 

利用者の役割は「利用すること」である 。（ 第３ 回本会議、 利用者）  ○利用に よ る 住民の

参画 

役割・ 責任 

交通事業
の持続性
確保 

No.20 
町のタ ク シー事業の規模は小さ いため、 活性化には運転手等の増加も 必要である 。（ 第３ 回本会議、 タ ク

シー事業者）  
○運転手等の増強 施策 2-5 

No.21 
介護タ ク シー事業では質の高い人材の確保等を し ていかなければなら ないと 思っ ている 。（ 第１ 回交通

ＷＧ 、 介護タ ク シー事業者）  
○運転手の確保 施策 2-5 

 
No.22 

県は、 人材確保に向けたＰＲ、イベント開催等を 通じ 、 イ メ ージアッ プ策も 行っ ている 。（ 第１ 回交通ＷＧ 、

県）  
○人材確保の取組 施策 2-5 

 
No.23 

運転手不足への対応策と し ては、 運送業を身近に感じ ても ら う イベントを開催し ているほか、 二種免許の
取得や採用活動に係る宣伝費の補助を実施予定である。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 国）  

○人材確保の取組 施策 2-5 

 
No.24 

施策と し てはタクシー利用への補助も 考えら れる 。（ 第３ 回本会議、 タ ク シー事業者）（ 第３ 回本会議、 タ ク シー事

業者）  
○タ ク シー利用補助 施策 2-4 

 
No.25 

町の財政状況を 考える と 、 公共交通にどこまで補助ができるか、残し活かす部分とそうでない部分を
検討する 必要がある 。（ 第３ 回本会議、 観光団体）  

○交通事業者への補

助 

役割・ 責任 

 
No.26 

運転者の魅力発信のため、イベントを継続実施し ている。 悩みを 相談し やすい環境を つく り 、 町などの
取組を 支援し ていき たい。（ 第３ 回本会議、 国）  

○運転者の魅力発信

イ ベント の実施 

施策 2-5 

 No.27 事業者が普段働いている姿を間近で見る機会も あると 良い。（ 第３ 回本会議、 国）  ○交通事業見学会 施策 2-5 

 
No.28 

県と立山線沿線自治体で富山地方鉄道に関する会議を 今まさ に進めよ う と し ていると こ ろ 。町と し て
はあり 方を 早急に検討する 必要があると 考えている。（ 第３ 回本会議、 町）  

○鉄道の在り 方検討 施策 2-11 

サービス 
改善 

No.29 
利用者の立場から いえば利用者も 我慢が必要であり 、 地鉄電車にはメリハリのあるダイヤを 検討し て

ほし い。（ 第３ 回本会議、 利用者）  
○鉄道ダ イ ヤの見直

し  

施策 2-1 

 
No.30 

利田地区では会社や大型商業施設が増えている が、 バスの便数が少なく対応が必要。（ 第３ 回本会議、 交

通安全団体）  
○利田地区への対応 施策 1-2 

 

 
No.31 

公共交通を 移動手段と し てだけではなく 、 生活を豊かにするツールの一つと し て組み込めないか。（ 第

３ 回本会議、 利用者）  

 

○生活を 豊かに する

サービスの拡充 

施策 1-2 

施策 1-10 

施策 3-1 

 
No.32 

町が運行するコ ミ ュ ニティ バスは、 ニーズを き め細やかに把握し 、 町民にと っ て最も利便性の高い路
線を 考えていく 必要がある 。（ 第３ 回本会議、 町）  

○交通体系の見直し  施策 1-2 
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駅周辺整
備・ 地域
づく り  

No.33 駅舎の魅力づくりを 検討し てほし い。（ 第３ 回本会議、 交通安全団体）  ○駅舎の魅力づく り  施策 3-1 

No.34 
パークアンドライド等の可能性や、観光ニーズへの対応など社会の変化を 捉えつつ、県や他市町村と 連

携し 公共交通を 支えていける よう 努めたい。（ 第３ 回本会議、 町）  
○パーク ア ン ド ラ イ

ド 等の検討 

施策 1-7 

施策 3-2 

 
No.35 

割引券や送迎スペースの設置など、 地鉄電車に乗り 、 できるだけ車を使わないような地域づくりを し
ていく 必要がある。（ 第３ 回本会議、 利用者）  

○車を 使わな い 地域

づく り  

施策 1-7 

施策 3-1～2 

施策 4-2 

駅周辺整
備・ 地域
づく り  

No.36 

県と し ては、 駅を中心としたまちづくりへの県民参画の面で取り 組む余地がある と 考えている 。 駅の
ハード 整備に合わせてイ ベン ト を 実施し 、 県民や町民を 巻き 込み、 まち づく り と 一体と なっ て取り 組む
こ と が公共交通の活性化につながる こ と から 、 ハード整備やイベント開催時には県の支援制度を 活用し
てほし い。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 県）  

○駅中心のま ち づ く

り  

施策 3-1 

施策 3-2 

タ ーゲッ
ト ・ 需要
創出 

No.37 

近年は、 通学での家族送迎も 多く 、 意識を 変えて公共交通を 利用する には相当ハード ルが高いと 感じ
ている 。 公共交通の活性化には、 公共交通サービスの充実が必須であり 、 簡単には利用者は増加し ない
ため、 現状と 将来を 見据え、 ターゲットを 絞り 込み、 それに合っ た取組から 進める べき である 。（ 第３ 回本

会議、 町（ 教育））  

○タ ーゲッ ト 設定 目標 

施策 1-2 

施策 1-5 

 
No.38 

ターゲットの設定については、 日常利用の視点に加え、 移住・ 定住ほか多様な視点から も 検討し 、 関
係者の方々と 意見を すり 合わせていく と 良い。（ 第３ 回本会議、 国）  

○タ ーゲッ ト 設定 目標 

施策 1-2 

施策 1-5 

 No.39 今後は公共交通の需要そのも のを 増やし ていく こ と が重要だと 思う 。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 県）  ○需要創出 施策 3-1 

住民参加 
No.40 

公共交通の赤字を 改善する には町民の意識を 変える こ と が必要だが、事業者や役場のみが頑張っ ても
困難である。 こ れから は、 皆で地域での共存の方法を考えていくこ と が大事である。（ 第３ 回本会議、 観光団

体）  

○意見交換会 施策 4-5 

 No.41 ＷＳ等での意見の吸い上げは是非続けてほし い。（ 第３ 回本会議、 国）  ○意見交換会 施策 4-5 

広報 
No.42 

鉄道利用に価値を 見いだせない方にこ そ、様々なメリットを伝えていく必要があると 感じ ている 。（ 第３

回本会議、 鉄道事業者）  
○メ リ ッ ト の広報 施策 4-1～2 

 
No.43 

学校では電車等を体験でき る 機会がないが、 子供には乗り たい気持ち がある 。（ 第３ 回本会議、 交通安全団

体）  
○乗車体験の機会づ

く り  

施策 4-1～2 

 
No.44 

車内の中吊り広告の活用や駅舎の魅力づくりを 検討し てほし い。（ 第３ 回本会議、 交通安全団体）  ○広告の活用 

○駅舎の魅力づく り  

施策 3-1 

施策 4-3 

 

No.45 

地元企業の協力を 得ながら 、 利用者の意識を高めるこ と やイベントと連携し 少し ずつ利用を 増加さ せ
るなど の地道な取組を 行っ ていく こ と が大事。 また、 帰り の電車代金を 半額と する などの割引をメリッ
トとして視覚化し た上で提示し てはどう か。（ 第３ 回本会議、 利用者）  

○地元企業の協力に

よる意識改革 

○イ ベント と の連携 

○メ リ ッ ト の視覚化 

施策 4-1～3 

 
No.46 

情報発信の取組と し ては、地元の学生に参加いただく など関わり 合いを つく り ながら 行う やり 方も あ
る。 国のシンポジウムは、 関係者のつながり づく り も 狙いの一つ。 こ う し た場への参加についても ご検
討いただき たい。（ 第３ 回本会議、 国）  

○学生と 連携し た 情

報発信 

施策 4-5 

共創・  
連携 

No.47 
交通機能は、 一部の地域に集中さ せる と 片方で空白地帯ができ る 問題がある など、 その取扱いが難し

い。 こ れから は、 イ ン バウン ド 等の観光面で検討し ていく 必要がある 。（ 第３ 回本会議、 住民ボラ ンティ ア）  
○観光と の連携 施策 3-3～5 

 

No.48 

高齢者等外出支援サービ ス事業は、 民間の介護タ ク シー利用者が増加し ている 現状を 踏まえ、 今年度
で役割を 終える こ と と なっ た。 一方で、 福祉バスは、 大切な交通手段と し て今後も 地域づく り につなが
ると 考えている 。 町全域を 網羅する 広域性や無償と いう 特性があり 、 今後も 活用いただき たい。（ 第３ 回

本会議、 福祉団体）  

○福祉と の連携 施策 2-2 
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共創・  
連携 

No.49 
スクールバスとコミュニティバスの両方のダイヤやルートを合理化する こ と で、 運転手不足を 解消でき

る可能性も ある と 思われる ため、 町でも 検討し てほし い。（ 第１ 回交通ＷＧ 、 バス事業者）  
○ス ク ールバス と の

連携 

施策 2-2 

 
No.50 

町営バスとスクールバスを兼ね合わせた運行についても 事業者と 連携し て考えていき たい。（ 第１ 回交通

ＷＧ 、 バス事業者）  
○ス ク ールバス と の

連携 

施策 2-2 

 
No.51 

スーパーや病院のバスとの連携や、 朝日町ほか他都市事例を 参考に検討し てほし い。（ 第３ 回本会議、 道

路管理者）  
○共創による連携 施策 2-2 

施策 2-4 

 


